
 

〇柏市契約事務取扱要領                

 

                   制定  平成５年９月１日  

                   施行  平成５年９月１日  

 

 （趣旨）  

第１条  この要領は，柏市財務規則（昭和５９年柏市規則第４号。

以下「規則」という。）に基づき本市が発注する工事，修繕工事，

業務委託，物品購入，印刷製本及び賃貸借（価格による競争を行

う余地がない不動産の借入れを除く物件の借入れをいう。以下同

じ。）（以下「工事等」という。）に係る契約事務の合理的かつ

適正な処理を図るため，当該事務の取扱いに関し必要な事項を定

めるものとする。  

 （契約方法）  

第２条  １件の設計価格が次に掲げる案件は，制限付き一般競争入

札の対象とする。ただし，市長が必要と認めるときはこの限りで

ない。  

 (1) １３０万円を超える工事及び修繕工事  

 (2) ８０万円を超える印刷製本  

 (3) 別 表 １ に 掲 げ る ５ ０ 万 円 を 超 え る 測 量 等 の 業 務 委 託 （ 以 下

「測量等」という。）  

 (4) 別表２に掲げる５０万円を超える測量等を除く業務委託  

 (5) 別表３に掲げる８０万円を超える物品購入  

 （入札参加者の資格要件）  

第２条の２  第１条に規定する案件のうち，設計額が５，０００万

円以上の工事，修繕工事及び業務委託並びに２，０００万円以上

の物品購入及び印刷製本に係る入札参加者の資格要件は，柏市競

争入札参加業者審査選定規程（平成元年訓令第１号）第４条に規

定する柏市入札参加条件設定等委員会に諮り決定するものとする。

ただし，複数単価契約案件その他市長が認める案件については，

この限りではない。  

第２条の３  第２条の規定により制限付き一般競争入札の対象とす

る業務委託，物品購入，印刷製本及び賃貸借に係る入札参加者の



 

資格要件の実績は，次表のとおりとする。ただし，その他市長が

認める案件については，この限りでない。  

設計額  実績  

１５０万円未満  

 官公庁等又は民 間が発注した２５ 万円以上の

同種同等の業務に ついて，元請とし て履行完了

した実績があること  

 注：「官公庁等 」とは，国，地方 公共団体，

独立行政法人，公 社その他これらに 類する法人

をいう。以下同じ。  

１５０万円以上

３００万円未満  

 官公庁等が発注した５０万円以上の同種同等  

の業務について，元請として履行完了した実績  

があること  

３００万円以上

５００万円未満  

 官公庁等が発注した１００万円以上の同種同  

等の業務について，元請として履行完了した実  

績があること  

５００万円以上

１，０００万円

未満  

 官公庁等が発注した２５０万円以上の同種同  

等の業務について，元請として履行完了した実  

績があること  

１，０００万円

以上２，０００

万円未満  

 官公庁等が発注した５００万円以上の同種同  

等の業務について，元請として履行完了した実  

績があること  

２，０００万円

以上  

 官公庁等が発注した１，０００万円以上の同  

種同等の業務について，元請として履行完了し  

た実績があること  

※上記区分に関わらず，案件の性質等に応じ特に必要と認められる

場合は，設計額の３分の１から３分の２の範囲で設定できるもの

とする。  

 （工事の分離発注）  

第３条  工事の発注に当たっては，次の各号に掲げる工事（特殊施

設の工事を除く。）の区分に応じ，原則としてそれぞれ当該各号

に定めるものを分離するものとする。  

 (1) 建築工事  電気，管，機械器具設置等の設備工事であって設

計金額がおおむね３００万円以上のもの  

 (2) 土木工事  上水道等の附帯工事であって設計金額がおおむね

３００万円以上のもの  

 （指名業者の選定）  

第４条  第２条の規定に該当しないため制限付き一般競争入札の対

象 と な ら な い 案 件 （ 同 条 た だ し 書 の 規 定 に 該 当 す る 案 件 を 含



 

む。）の指名業者の選定は，第２条の２の規定を準用して行うも

のとする。  

２  指名業者の選定は，別に定める指名業者選定基準に基づき行う

ものとする。  

 （予定価格の公表時期）  

第 ４ 条 の ２  予 定 価 格 に つ い て は ， 原 則 と し て 落 札 決 定 後 に 公 表

（以下「事後公表」という。）するものとし，工事等のうち次に

掲げる案件又は事後公表に適さないと認められる案件については，

予定価格を落札決定前に公表（以下「事前公表」という。）する

ことができるものとする。  

 (1) 郵便入札により実施する案件  

 (2) 複数単価契約の案件（ただし，一者随意契約を除く。）  

 (3) その他，市長が必要と認める案件  

２  前項の規定にかかわらず，性能発注方式及び設計施工一括発注

方式等の案件については，その内容に応じて別途決定する。  

３  予定価格の事前公表を行う場合は，入札の公告又は指名通知に

明示するものとする。  

 （図面説明等）  

第５条  規則第１３７号第２項の規定により指名通知をするときは，

当該指名業者に対し，設計図及び現場に関する説明，契約条件そ

の他積算に必要な事項の口頭による説明に代えて当該事項を付記

した書面を配布しなければならない。  

 （入札辞退）  

第６条  契約主管課長及び工事等を行おうとする発注担当部署の長

（以下「契約主管課長等」という。）は，指名業者から入札又は

随意契約（以下「入札等」という。）の執行の開始に至るまでの

間に入札を辞退する旨の申出があったときは，当該業者を指名か

ら外すものとする。ただし，指名競争入札又は随意契約にあって

は，入札等に際し，辞退の旨を記載した入札書若しくは見積書の

提出を認めるものとする。  

２  指名業者が入札等を事前に辞退するときは，入札辞退届若しく

は見積り合わせ辞退届を提出させるものとする。  

３  契約主管課長等は，入札等を辞退した者に対し，これを理由と



 

した不利益な取扱いをしてはならない。  

 （入札の取りやめ等）  

第７条  指名業者が連合し又は不穏な行動をする等により入札等を

公正に執行することができないと認めるときは，当該指名業者を

入札等に参加させず，又は入札等の執行を延期し若しくは取りや

めるものとする。  

２  前項の場合において，入札等の参加者が１人のときは，特別な

事情がない限り入札等を取りやめるものとする。  

 （見積内訳書の提出）  

第８条  工事等の発注に当たっては，入札等の金額に係る見積内訳

書を提出させることができるものとする。  

 （入札等の執行）  

第９条  入札等は，契約主管課長等の指名する職員（以下「入札等

の執行者」という。）が執行するものとする。  

２  入札等を執行するにあたり，入札参加者はこれに立ち会うこと

ができるものとする。  

 （開札）  

第１０条  入札等の執行者は，開札に当たっては入札等をした者及

びその価格を読み上げなければならない。ただし，電子入札シス

テムの対象となる案件にあっては，この限りでない。  

２  入札等の執行者は，再度入札等を行う場合においては，前入札

等の最低価格を読み上げなければならない。ただし，電子入札シ

ステムの対象となる案件にあっては，この限りでない。  

 （再度入札）  

第１１条  規則第１３２条（規則第１３８条において準用する場合

を含む。）に規定する再度入札は，原則として１回とする。  

 （入札不調の措置）  

第 １ ２ 条  再 度 入 札 を 行 っ て も 落 札 者 が な い と き は ， 最 低 入 札 者

（最低入札者から見積りを徴することができないときは，最低入

札者の次に低い額を入札した者）から見積りを徴することができ

るものとする。ただし，最低入札価格と予定価格との差が大きい

ため，見積りを徴することが適当でないと認めるときは，この限

りでない。  



 

２  前項の規定によっても契約の相手が決定しないときは，入札に

係る工事等の設計について検討の上，指名替え，設計変更その他

の再び入札に付するための必要な措置を講じるものとする。  

 （最低制限価格）  

第１３条  工事，修繕工事に係る入札のうち予定価格が２億円未満

の案件において，規則第１２７条（第１３８条において準用する

場合を含む。）の規定により設定する最低制限価格は，別表４の

とおりとする。ただし，市長が特に必要と認めるときはこの限り

ではない。  

第１３条の２  測量等の入札において，規則第１２７条の規定によ

り設定する最低制限価格は，別表６のとおりとする。ただし，市

長が特に必要と認めるときはこの限りではない。  

第１３条の３  業務委託のうち，建物総合管理業務，建物清掃業務，

人的警備業務又は給食調理業務であって予定価格が５００万円以

上に係る入札において，規則第１２７条の規定により設定する最

低制限価格は，予定価格の１００分の８５とする。ただし，市長

が特に必要と認めるときはこの限りではない。  

（低入札価格調査基準額）  

第１３条の４  工事に係る低入札価格調査の基準となる額は別表４

のとおりとする。  

（低入札価格調査失格基準額）  

第１３条の５  工事に係る低入札価格調査において失格となる基準

額は別表５のとおりとする。  

 （増工事等の契約）  

第 １ ４ 条  請 負 者 が 既 に 施 工 中 の 工 事 等 （ 以 下 「 本 工 事 等 」 と い

う。）について，本工事等に付随する新たな工事等を契約変更の

方法により増加させることができる場合は，次の各号のいずれか

に該当するときとする。  

 (1) 追 加 し て 発 注 し よ う と す る 工 事 等 （ 以 下 「 増 工 事 等 」 と い

う。）の設計と分離して行うことが不適当であるとき。  

 (2) 増工事等に係る設計金額が本工事等の設計金額に比較して少

額であるとき。  

 (3) その他契約変更により行うことが特に必要であると認めると



 

き。  

 （結果公表）  

第１５条  契約主管課において執行する工事等の入札等の結果につ

いて，公表対象工事等の入札が執行された日の属する会計年度か

ら翌会計年度の末日まで，次のとおり公表するものとする。  

２  公表対象及び公表する項目は，次のとおりとする。  

 (1) 入札等  

   工事等の名称及び場所，契約の相手方の名称及び契約金額，

予定価格並びに入札参加者の入札金額等  

 (2) 入札等における一者随意契約  

   工事等の名称及び概要，契約の相手方を特定した理由及び契

約方法（適用条文）並びに契約の相手方の名称及び契約金額  

 (3) 工事及び修繕工事  

   契約締結日，工事及び修繕工事の名称，場所，工種，概要及

び工期並びに契約の相手方の名称及び契約金額  

 (4) 工事及び修繕工事における指名競争入札  

   工事及び修繕工事の名称及び場所，入札日並びに指名業者の

選定理由  

 (5) 工事及び修繕工事における変更契約  

  ア  第３号に掲げる事項（ただし契約締結日を除く。）  

  イ  工事及び修繕工事の変更概要及び変更理由並びに変更後の

工期及び契約金額  

 (6) その他  

   前各号に掲げるものの他，公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律に基づく公表事項  

３  公表の方法は，次のいずれかの方法により行うものとする。  

 (1) ウェブサイト「柏市入札情報」による公表  

 (2) 契約主管課窓口における閲覧  

   閲覧に供する期間は，第１項の規定に関わらず柏市休日条例

（ 平 成 元 年 条 例 第 ３ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 本 市 の 休 日

を 除 く も の と し ， か つ 閲 覧 時 間 は 柏 市 執 務 時 間 規 則 （ 平 成 ７

年規則第９号）第２条に規定する時間内とする。  

４  公表開始時期等  



 

 (1) 第２項第１号に掲げるものについては，入札等の終了後速や

か に 公 表 す る も の と し ， 公 表 方 法 は 前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る

ものとする。  

 (2) 第２項第２号に掲げるものについては，年１回程度，前項第

１号の規定により公開するものとする。  

 (3) 第２項第３号から第５号に掲げるものについては，入札等の

終 了 後 速 や か に 公 表 す る も の と し ， 公 表 方 法 は 前 項 第 ２ 号 の

規定によるものとする。  

 (6) その他  

   第２項第６号に掲げるものその他の公表事項の公表方法は，

当該公表の必要が生じた際に適宜決定するものとする。  

 （発注予定工事情報の公表）  

第１６条  各会計年度において発注する予定工事の一部について，

工事発注に先立ち，発注予定工事の情報を事前に公表するものと

する。  

２  対象工事は，次に掲げる工事とする。  

 (1) 当該年度に発注することが見込まれる工事（予定価格が２５

０ 万 円 を 超 え な い と 見 込 ま れ る も の 及 び 公 共 の 安 全 と 秩 序 の

維 持 に 密 接 に 関 連 す る 工 事 で あ っ て 秘 密 に す る 必 要 が あ る も

のを除く。）  

 (2) 前１号に掲げる工事の他，市長が事前に公表する必要がある

と認める工事及び工事に伴う測量等  

３  公表の方法は，契約主管課において掲示又は閲覧に供する方法

によるものとする。なお，閲覧については，第１６条第６項に準

ずるものとする。  

４  公表する内容は，次に掲げる事項とする。  

 (1) 工事件名  

 (2) 工事場所  

 (3) 工期  

 (4) 工事概要  

 (5) 入札予定時期  

 (6) 工種  

 (7) 入札及び契約の方法  



 

 (8) その他市長が必要と認める事項  

５  公表は，予算成立後取りまとめの上，早期に行うこととする。  

６  公表期間は，当該会計年度とする。  

７  公表する内容は，変更する場合がある旨を明記するものとする。  

 （事故報告）  

第１７条  契約主管課長等は，その所管する工事等の施行及び契約

の履行に関して事故が発生したときは，速やかに市長に報告しな

ければならない。  

 （随意契約に係る契約）  

第１８条  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の２第１項に規定する随意契約に係る工事等の契約事務につい

ては，第１１条を除き，この要領の例による。  

 （補則）  

第１９条  この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に

定める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，平成５年９月１日から施行する。  

 （入札等の改善に関する事務取扱要領の廃止）  

２  入札等の改善に関する事務取扱要領（昭和５７年５月１０日制

定）は，廃止する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成７年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成９年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成１１年４月１日から施行する。  

 

   附  則  



 

 この要領は，平成１３年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成１４年９月２日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成１６年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成１６年７月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成１８年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２０年１月４日から施行する。ただし，改正後

の第２条の規定は，同年２月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２０年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，平成２０年７月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１３条の規定は，平成２０年７月１日以後に公告さ

れる入札について適用し，同日前に公告された入札については，

なお，従前の例による。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２１年４月１日から施行する。  

 

   附  則  



 

 （施行期日）  

１  この要領は，平成２１年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１３条の規定は，平成２１年１０月１日以後に公告

される入札について適用し，同日前に公告された入札については，

なお，従前の例による。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２２年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，平成２２年１１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１３条の規定は，平成２２年１１月１日以後に公告

される入札について適用し，同日前に公告された入札については，

なお，従前の例による。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，平成２３年２月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第２条の規定は，平成２３年２月１日以後に公告され

る入札について適用し，同日前に公告された入札については，な

お，従前の例による。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２３年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２４年４月１日から施行する。  

 

   附  則  



 

 （施行期日）  

１  この要領は，平成２５年７月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１３条の規定は，平成２５年７月１日以後に公告さ

れる入札について適用し，同日前に公告された入札については，

なお，従前の例による。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２６年１月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２７年１２月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２８年６月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要領は，平成２９年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，平成３１年５月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１３条，第１３条の２及び第１３条の４の規定は，

平成３１年５月１日以後に公告される入札について適用し，同日

前に公告された入札については，なお，従前の例による。  

 

   附  則  

 この要領は，令和３年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，令和４年５月１日から施行する。  



 

 （経過措置）  

２  改正後の第１３条及び第１３条の４の規定は，令和４年５月１

日以後に公告される入札について適用し，同日前に公告された入

札については，なお，従前の例による。  

３  改正後の第２条の規定は，令和４年１０月１日以後に公告され

る入札について適用し，同日前に公告された入札については，な

お，従前の例による。  

 

 附  則  

 （施行期日）  

１  この要領は，令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第３条の規定は，令和７年４月１日以後に一般競争入

札の公告及び指名競争入札の参加者の指名の通知をする競争入札

並びに随意契約の見積依頼を行うものから適用し，同日前に行っ

たものについては，なお従前の例による。  

 


